
12
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
68
号
「
新
市
建
設
計
画

の
変
更
に
つ
い
て
」

【
概
要
】
計
画
期
間
を
５
年

間
延
長
す
る
と
と
も
に
、
公

共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
の

推
進
に
関
す
る
記
述
を
追
加

し
よ
う
と
す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
計
画
の
期
間
を
延
長
す

る
に
あ
た
り
、
掲
載
し
て
い

る
事
業
の
う
ち
、
未
着
手
の

も
の
に
つ
い
て
、
見
直
し
等

の
必
要
性
を
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
の
か
。

答
計
画
策
定
か
ら
15
年
が

経
過
し
て
お
り
、
未
着
手
の

事
業
の
う
ち
、
す
で
に
事
業

の
目
的
が
達
成
さ
れ
て
い
る

も
の
や
、
状
況
の
変
化
に
よ

り
実
施
の
必
要
性
が
乏
し
く

な
っ
た
も
の
な
ど
に
つ
い
て

は
、
削
除
や
実
施
の
凍
結
な

ど
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
計
画
の
見
直
し
を
検
討

し
て
い
き
た
い
。

テ
キ
ス
ト
代
と
交
通
費
は
、

市
が
直
接
運
営
す
る
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
に
従
事
す
る
支

援
員
は
市
が
負
担
を
、
市
の

委
託
に
よ
り
運
営
さ
れ
て
い

る
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
支

援
員
は
受
託
事
業
者
が
負
担

し
て
お
り
、
受
講
者
本
人
の

負
担
は
な
い
。

議
第
90
号
「
三
原
市
芸
術
文

化
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者

の
指
定
に
つ
い
て
」

【
概
要
】
指
定
管
理
者
を
指

定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
議

会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
指
定
す
る
一
般
財
団
法

人
み
は
ら
文
化
芸
術
財
団
の

設
立
が
、
当
初
の
予
定
よ
り

遅
れ
た
理
由
は
。

答
財
団
の
設
立
に
向
け

て
、
準
備
を
進
め
る
過
程

で
、
理
事
や
評
議
員
の
選
任

か
ら
承
認
に
至
る
ま
で
の
手

続
き
に
不
測
の
日
数
を
要
し

た
た
め
で
あ
る
。

【
採
決
】

　

採
決
の
結
果
、
議
第
81
号

ほ
か
６
件
に
つ
い
て
、
全
員

一
致
、
提
案
理
由
を
了
と

し
、原
案
ど
お
り
可
決
し
た
。

平
成
28
年
度
と
29
年
度
が
５

０
０
万
円
、
30
年
度
は
豪
雨

災
害
の
影
響
で
売
り
上
げ
が

減
少
し
、
50
万
円
の
納
付
に

と
ど
ま
っ
た
。

問
施
設
納
付
金
の
今
後
の

あ
り
方
に
つ
い
て
問
う
。

答
平
成
24
年
度
に
㈱
道
の

駅
み
は
ら
に
指
定
管
理
者
を

指
定
し
た
当
時
は
、
施
設
納

付
金
に
関
す
る
基
準
が
な

く
、
自
主
的
な
判
断
で
の
寄

附
金
と
し
て
い
た
が
、
令
和

２
年
度
か
ら
施
設
納
付
金
の

基
準
を
導
入
す
る
予
定
の
た

め
、
そ
れ
以
降
は
年
度
協
定

で
定
め
た
基
準
で
の
納
付
と

な
る
。
な
お
、
納
付
さ
れ
た

施
設
納
付
金
は
、
当
該
指
定

管
理
者
と
協
議
の
上
、
施
設

設
備
投
資
に
充
当
し
、
市
民

が
理
解
で
き
る
よ
う
な
施
設

の
充
実
に
努
め
た
い
。

【
採
決
】

　

採
決
の
結
果
、
議
第
87
号

ほ
か
２
件
に
つ
い
て
、
全
員

一
致
、
提
案
理
由
を
了
と

し
、原
案
ど
お
り
可
決
し
た
。

12
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
87
号
「
三
原
市
道
の
駅

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

て
」

【
概
要
】
三
原
市
道
の
駅
に

お
け
る
指
定
管
理
者
を
指
定

す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
指
定
管
理
者
が
施
設
の

運
営
・
管
理
を
し
て
い
く
な

か
で
生
じ
た
利
益
の
取
り
扱

い
に
つ
い
て
問
う
。

答
施
設
の
設
備
投
資
や
修

繕
を
行
っ
た
り
、
施
設
内
に

あ
る
レ
ス
ト
ラ
ン
等
の
備
品

の
修
理
を
行
う
た
め
の
内
部

留
保
金
と
し
て
扱
わ
れ
る
。

問
指
定
管
理
者
が
得
た
利

益
の
一
部
を
ど
の
よ
う
な
基

準
で
、
市
に
対
し
、
い
く
ら

寄
附
し
て
い
る
か
。

答
指
定
管
理
者
が
経
営
状

況
等
を
勘
案
し
、
寄
附
額
を

決
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
市

が
額
を
定
め
る
も
の
で
は
な

い
。
ま
た
寄
附
の
実
績
は
、

厚
生
文
教
委
員
会

議
第
70
号
「
三
原
市
行
政
財

産
の
使
用
料
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正
に
つ
い
て
」

【
概
要
】
新
た
に
ゲ
ー
ト
設

備
を
設
置
す
る
市
役
所
駐
車

場
の
使
用
料
、
及
び
徴
収
方

法
を
定
め
る
た
め
、
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
新
た
な
市
役
所
駐
車
場

で
、
閉
庁
時
間
の
12
時
間
ま

で
の
使
用
料
を
上
限
４
０
０

円
に
設
定
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
競
合
す
る
周
辺
の
民
間

駐
車
場
へ
の
影
響
は
。

答
閉
庁
時
間
中
の
駐
車
場

の
活
用
は
、
使
用
料
収
入
を

確
保
す
る
目
的
が
あ
る
。
ま

た
料
金
設
定
に
あ
た
っ
て
は

周
辺
に
あ
る
民
間
駐
車
場
の

相
場
を
考
慮
し
た
。
今
後

も
、
民
間
の
相
場
の
変
動
や

稼
動
状
況
な
ど
に
応
じ
て
、

料
金
の
見
直
し
を
行
う
。

【
採
決
】

　

採
決
の
結
果
、
議
第
67
号

ほ
か
13
件
に
つ
い
て
、
全
員

一
致
、
提
案
理
由
を
了
と

し
、原
案
ど
お
り
可
決
し
た
。

常
任
委
員
会
報
告総

務
財
務
委
員
会

12
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
81
号
「
三
原
市
放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て
」

【
概
要
】
児
童
福
祉
法
の
一

部
改
正
に
よ
り
、
都
道
府
県

知
事
が
行
う
研
修
を
未
修
了

で
あ
っ
て
も
、
今
年
度
末
ま

で
は
、
研
修
を
修
了
し
た
も

の
と
み
な
す
と
さ
れ
た
放
課

後
児
童
支
援
員
の
資
格
要
件

の
経
過
措
置
に
つ
い
て
、
基

準
を
参
酌
し
、
経
過
措
置
の

期
間
を
３
年
間
延
長
す
る
た

め
、
条
例
改
正
す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
本
市
の
放
課
後
児
童
支

援
員
の
人
数
と
、
都
道
府
県

知
事
が
行
う
研
修
を
修
了
し

て
い
な
い
者
の
人
数
は
。

答
平
成
31
年
度
現
在
の
放

課
後
児
童
支
援
員
は
77
名

で
、
そ
の
う
ち
、
23
名
が
当

該
研
修
未
修
了
で
あ
る
。

問
研
修
を
受
講
す
る
際
の

受
講
料
や
交
通
費
の
本
人
負

担
が
、
研
修
の
受
講
が
進
ま

な
い
要
因
で
は
な
い
か
。

答
研
修
を
受
講
す
る
際
の

経
済
建
設
委
員
会
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